
平
成
三
年
十
二
月
二
十
四
日
受
領 

答

弁

第

三

号 

   
衆
議
院
議
員
寺
前
巖
君
提
出
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
二
二
第
三
号 

平
成
三
年
十
二
月
二
十
四
日 

衆

議

院

議

長 
櫻 
内 

義 

雄 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

宮 

澤 

喜 

一 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
寺
前
巖
君
提
出
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
の
1
及
び
2
に
つ
い
て 

通
商
産
業
大
臣
が
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
十
九
条
に
基
づ
き
認
可
し
て
い
る
供 

給
規
程
（
以
下
「
供
給
規
程
」
と
い
う
。
）
で
は
、
電
気
の
供
給
に
際
し
、
原
則
と
し
て
、
一
構
内
を
な
す
も
の
に

つ
い
て
は
一
構
内
を
、
一
建
物
を
な
す
も
の
に
つ
い
て
は
一
建
物
を
一
需
要
場
所
と
し
、
一
引
込
み
で
電
気
を 

 

供
給
し
、
一
契
約
と
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
措
置
は
、
引
込
線
ま
で
を
電
力
会
社
の
財
産
と
す
る
前
提 

 

の
下
で
需
要
家
間
の
公
平
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
経
済
面
及
び
保
安
面
か
ら
も
適 

 

当
で
あ
る
こ
と
か
ら
採
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

マ
ン
シ
ョ
ン
等
に
つ
い
て
、
前
述
の
原
則
に
従
え
ば
、
一
建
物
、
一
契
約
と
な
り
、
多
く
の
場
合
、
業
務
用 

 

電
力
契
約
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
の
場
合
、
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
等
と
同
様
、
変
圧
器
及
び
そ
の
設
置 

 



他
方
、
供
給
規
程
に
お
い
て
は
、
「
外
壁
塗
装
を
含
む
修
理
費
」
、
「
変
圧
室
の
電
気
料
」
等
の
取
扱
い
に
つ
い 

て
は
明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
需
給
両
者
の
話
合
い
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

一
方
、
供
給
規
程
で
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
等
に
つ
い
て
は
、
需
要
家
の
利
便
性
等
を
勘
案
し
て
、
各
戸
が
独
立 

 

し
た
住
居
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
各
戸
ご
と
に
契
約
す
る
こ
と
を
認
め
て
お
り
、
契
約
種
別
は
多
く
の
場 

 
 

合
、
従
量
電
灯
等
低
圧
配
電
に
よ
る
契
約
を
適
用
す
る
こ
と
と
な
る
と
承
知
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
他
の
需 

 

要
家
と
の
公
平
性
に
か
ん
が
み
て
、
低
圧
に
降
圧
す
る
た
め
の
変
圧
器
（
以
下
「
供
給
用
変
圧
器
」
と
い
う
。
）
等

の
設
備
は
電
力
会
社
の
負
担
で
設
置
す
る
も
の
の
、
設
置
場
所
等
を
需
要
家
に
無
償
で
提
供
し
て
も
ら
う
こ
と 

 

と
し
、
供
給
規
程
に
お
い
て
「
変
圧
器
等
の
供
給
設
備
を
施
設
す
る
場
所
を
お
客
さ
ま
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ 

 

き
ま
す
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。 

場
所
は
需
要
家
の
負
担
と
さ
れ
て
い
る
。 

マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
敷
地
内
の
電
柱
の
土
地
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
私
契
約
上
の
問
題
で
あ
る
と
承
知
し
て
い 

 

四 

 



一
の
3
に
つ
い
て 

二
の
1
に
つ
い
て 

マ
ン
シ
ョ
ン
等
に
お
い
て
、
一
建
物
、
一
契
約
の
原
則
に
よ
り
、
業
務
用
電
力
契
約
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に 

 

は
、
一
般
的
に
は
供
給
用
変
圧
器
は
電
気
事
業
用
以
外
の
電
気
工
作
物
で
あ
り
、
そ
の
保
安
義
務
は
設
置
者
側 

 

に
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

建
設
省
に
お
い
て
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
計
画
的
な
維
持
修
繕
を
促
進
す
る
た
め
、
昭
和
五
十
七
年
に
修
繕
積 

 

立
金
の
積
立
て
を
内
容
に
含
む
「
中
高
層
共
同
住
宅
標
準
管
理
規
約
」
を
定
め
、
マ
ン
シ
ョ
ン
分
譲
業
者
に
対 

 

る
。 ま

た
、
マ
ン
シ
ョ
ン
等
に
お
い
て
、
各
戸
ご
と
に
契
約
し
た
場
合
に
は
、
供
給
用
変
圧
器
は
電
気
事
業
用
電 

 

気
工
作
物
と
し
て
、
そ
の
保
安
義
務
は
電
気
事
業
者
に
あ
り
、
そ
の
た
め
電
気
事
業
者
が
、
変
圧
器
室
を
定
期 

 

的
に
巡
視
、
点
検
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

五 

 



二
の
2
に
つ
い
て 

財
団
法
人
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
セ
ン
タ
ー
の
保
証
に
係
る
御
指
摘
の
住
宅
金
融
公
庫
（
以
下
「
公
庫
」
と
い
う
。
）

の
リ
フ
ォ
ー
ム
融
資
の
限
度
額
に
つ
い
て
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
大
規
模
な
修
繕
の
円
滑
な
推
進
を
図
る
観
点
か 

 

ら
、
建
築
費
用
の
動
向
等
を
踏
ま
え
、
適
切
な
水
準
を
確
保
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

な
お
、
管
理
組
合
法
人
は
、
非
法
人
管
理
組
合
に
比
し
て
、
管
理
組
合
の
債
務
に
つ
い
て
の
区
分
所
有
者
の 

 

責
任
等
に
つ
い
て
、
よ
り
明
確
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
債
務
保
証
の
対
象
と
な
る
融
資
限
度
額
に
差
を
設
け
て
い 

 

し
、
こ
れ
を
指
針
と
し
て
適
切
な
管
理
規
約
の
案
を
作
成
す
る
よ
う
に
指
導
し
て
い
る
。 

な
お
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
第
五
号
の
二
及
び 

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
建
設
省
令
第
十
二
号
）
第
十
六
条
の
二
第
四
号
に
基
づ
き
、
修 

繕
積
立
金
に
係
る
規
約
又
は
そ
の
案
が
あ
る
場
合
に
は
、
分
譲
業
者
は
そ
の
内
容
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な 

 

い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

六 

 



三
の
1
に
つ
い
て 

二
の
4
に
つ
い
て 

二
の
3
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
公
庫
の
リ
フ
ォ
ー
ム
融
資
に
つ
い
て
は
、
当
該
融
資
に
係
る
利
率
に
つ
い
て
、
公
庫
の
政
府
か
ら 

 

の
借
入
金
に
係
る
利
率
よ
り
も
低
く
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
優
遇
措
置
を
講
じ
て
い
る
。 

公
庫
は
、
改
良
に
よ
っ
て
住
宅
の
家
賃
、
敷
金
等
が
値
上
げ
さ
れ
る
事
例
が
多
い
こ
と
か
ら
、
住
宅
金
融
公 

 

庫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
大
蔵
省
・
建
設
省
令
第
一
号
）
第
十
一
条
の
三
の
趣
旨
に
沿
っ
て
、
公
庫
の
融 

資
を
受
け
る
住
宅
の
家
賃
、
敷
金
等
に
つ
い
て
そ
の
適
正
を
期
し
、
も
っ
て
、
当
該
住
宅
の
入
居
者
の
保
護
を 

 

図
る
た
め
、
管
理
組
合
に
対
し
必
要
最
小
限
の
調
査
を
依
頼
し
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

管
理
人
の
管
理
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
管
理
組
合
か
ら
の
委
託
の
内
容
に
よ
っ
て
異
な
り
、
管
理
人
の 

 

七 

 



三
の
3
に
つ
い
て 

三
の
2
に
つ
い
て 

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
中
高
層
分
譲
共
同
住
宅
管
理
業
者
登
録
規
程
（
昭
和
六
十
年 

 

建
設
省
告
示
第
千
百
十
五
号
）
第
十
二
条
及
び
中
高
層
分
譲
共
同
住
宅
管
理
業
務
処
理
準
則
（
昭
和
六
十
二
年
建 

設
省
告
示
第
千
三
十
五
号
）
第
十
条
に
基
づ
き
、
そ
の
従
業
員
に
対
し
、
管
理
業
務
の
適
切
な
処
理
を
図
る
た 

め

必
要
な
研
修
を
受
け
さ
せ
る
よ
う
指
導
し
て
い
る
。 

勤
務
形
態
も
、
そ
れ
に
応
じ
異
な
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
建
設
段
階
で
は
、
管
理
業
務
に
ふ
さ
わ
し
い
管
理
人 

 

室
の
規
模
を
確
定
し
、
分
譲
業
者
に
そ
の
設
置
を
義
務
付
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

各
都
道
府
県
等
で
は
、
住
宅
相
談
窓
口
を
設
置
し
て
お
り
、
御
指
摘
の
マ
ン
シ
ョ
ン
問
題
に
係
る
相
談
に
つ 

 

い
て
も
こ
れ
ら
の
窓
口
で
対
応
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

ま
た
、
建
設
省
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
マ
ン
シ
ョ
ン
問
題
に
お
け
る
自
治
体
の
相
談
体
制
の
充
実
を
図
る 

 

八 

 



 

九 

た
め
、
研
修
会
の
実
施
等
に
よ
り
、
相
談
担
当
者
の
専
門
的
知
識
の
向
上
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 




